
電子黒板購入業務仕様書

この仕様書は、三宅町（以下、甲という。）における電子黒板購入業務（以下、本件業務とい

う。）について、受託者（以下、乙という。）と契約を締結するにあたり必要な事項を定めるものと

する。

１．業務名称

電子黒板購入業務

２．数量・仕様

①電子黒板 1台

【参考商品】株式会社リコー RICOH Interactive Whiteboard A6510

画面サイズ 65型ワイド液晶ディスプレイ

解像度 3,840×2,160 以上

タッチパネル 赤外線遮断検出方式または同等以上、マルチタッチ（40点以上推奨）

保護ガラス 強化ガラス（表面硬度8H以上）、アンチグレア・指紋防止処理

電源 AC１００V

OS ™Android （Google EDLA認証取得）または同等の認証済みOS

アプリ利用 ™Google Play ストア対応、主要Web 会議アプリ利用可

ファイル編集 Microsoft 365 ファイルや PDFの閲覧・編集が可能

スピーカー 前面スピーカー（15W×2以上）

入力端子
HDMI×４系統以上、DisplayPort×1 系統以上

USB3.0×４系統以上、USB Type-C×2系統以上

出力端子 HDMI×1系統以上

音声入出力端子
入力 3.5mm ミニジャック 1系統以上

出力 スピーカーアウト（φ3.5）1 系統以上、S/PDIF 1系統以上

LANポート RJ45 １系統以上

無線 LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth5.2 以上

付属品 タッチペン 2本以上、リモコン、電池、ケーブル類、保証書等

保証期間 1年間以上のメーカー無償保証



②移動・昇降式ディスプレイスタンド 1台

【参考商品】ハヤミ工産株式会社 PL-5337B

３．同等品協議

納入物品は仕様書に示すとおりとするが、参考製品以外の同等の製品で見積をする場合

には、別紙の同等品協議書を１２月１２日（金）までに総務課危機対策室あて提出し、承認

を得ること。

なお、同等品以上の製品であることを証明するため、メーカー発行の製品証明書、商品説

明書等、製品の品質を記載している資料の該当箇所に印をつけて提出すること。担当課が

同等品として認めなかった商品で応札することはできない。

４．支払方法

請求書受領後３０日以内に支払う。

５．納入場所

三宅町役場

６．納入期限

令和 8年２月２７日（金）

７．留意事項

①下記書類の提出を必須とする。加えて、業務遂行のために作成した資料や、本調達で導

入するモニターに関するマニュアルや技術資料等がある場合には全て提出すること。納品

書には、機器名称、型番、メーカー名、保証書番号、シリアル番号等を含めること。

・作業届

・納品書

②業務遂行にあたっては町と十分に意思疎通を図り、指示に従うこと。

③仕様書に明記していない事項であっても、モニターの運用・機能上当然具備すべき項目は充

足すること。

④導入する機器は最新モデルの新品であること。

概要 入札仕様の電子黒板が安全に搭載可能な製品であること。

キャスター キャスター付きで移動が可能であり、車輪を 2箇所ロック出来ること

高さ調節 約350mm以上(ハンドルにて任意調整）の上下調節が可能であること

保証期間 1年間以上のメーカー無償保証

適合規格 RoHS 指令準拠、グリーン購入法



⑤メーカー等の保証期間を明示し、その期日内において不具合があるときは、誠意をもって

対応すること。

⑥入札金額には設置、運搬等の一切の費用を含めること。

８．業務再委託の禁止

①乙は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

②乙は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合はあらかじめ甲の承

諾を得なければならない。

９．守秘義務

乙は、業務を通じて知りえた一般に了知されていない事実を第三者に漏らしたり、自己の利

益のために利用しないこと。なお、当該契約終了後も同様とする。

１０．その他

業務実施上、この定めにない事項について必要のあるときに限り、甲乙で協議し、本書をも

って取り決めるものとする。


